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福岡県薬剤師会から、下記文書が届きましたのでお知らせします。 

 

 今回の対象者：すべての保険薬局 
 

 調剤報酬における医療ＤＸ推進体制整備加算につきましては、令和７年４月１日以降は電子処

方箋を導入している保険薬局のみが算定できることになります。 
 

 電子処方箋システムについては、厚生労働省医薬局が示すチェックリストを用いた点検を完了

した上で、厚生労働省に点検報告を行った保険薬局を「電子処方箋導入済み」として取扱うこと

とされております。未対応の薬局におかれましては、早急にご対応をお願いします。 
 

 また、処方箋を調剤した際には、原則として全ての処方箋の調剤結果（調剤情報）を速やかに電

子処方箋管理サービスに登録することになっています。薬局・医療機関が患者の最新の薬剤情報

を確認できるよう、調剤した際には、速やかに調剤結果情報の登録をお願いします。 

 

 ※別添資料は、福岡市薬剤師会のホームページに掲載しています。 

https://www.fpa.gr.jp/kaiin/101989/  

 

（令和 7年 2月 14日付 日薬業発第 432号より） 
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